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５主意事項
１１ ５１ の関Ｓきから請求があったとき、又 は１１事・説９のとき は、 本証を提示するこ と０
２１録が４はされたとき、 又は本証が央カしたときは、速やかに本証を■Ｍすること。
３事Ｓ禁ムの処をを受けたときは、１やかに本Ｋを提ｉすること。
４本証は他人に貸与し、又は譲ましてはならない。
５本・をｌ新する４台は、 交イす申請前６Ｊ９な肖にｉｉわれる都■府驀攷事がｍｔする

講ｌ を受講す るこ と。


